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一
、
提
案
理
由（
平
成
二
六
年
三
月
二
六
日
・
衆
議
院
厚
生
労
働
委

員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

○
田
村
国
務
大
臣　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
独
立
行
政
法
人
医
薬

基
盤
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
そ
の
提
案
の
理

由
及
び
内
容
の
概
要
を
説
明
い
た
し
ま
す
。

政
府
と
し
て
は
、
昨
年
十
二
月
に
独
立
行
政
法
人
改
革
等
に
関
す
る
基

本
的
な
方
針
を
閣
議
決
定
し
、
独
立
行
政
法
人
に
つ
い
て
、
組
織
や
業
務

の
見
直
し
を
順
次
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
見
直
し
の
一
つ

と
し
て
、
医
薬
品
と
食
品
等
の
専
門
性
の
融
合
に
よ
る
総
合
的
な
研
究
を

推
進
す
る
観
点
か
ら
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
と
独
立
行
政
法

人
国
立
健
康
・
栄
養
研
究
所
を
統
合
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

既
に
今
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機

構
法
案
に
よ
る
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
の
設
立
に
当
た
っ
て
は
、
ス
ク

ラ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
ビ
ル
ド
原
則
に
基
づ
き
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
法
律
案
は
、
こ
う
し
た
政
府
の
方
針
を
踏
ま
え
、
独
立
行
政
法
人

医
薬
基
盤
研
究
所
と
独
立
行
政
法
人
国
立
健
康
・
栄
養
研
究
所
を
統
合
す

る
た
め
の
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

以
下
、こ
の
法
律
案
の
内
容
に
つ
い
て
、そ
の
概
要
を
説
明
い
た
し
ま
す
。

第
一
に
、
独
立
行
政
法
人
国
立
健
康
・
栄
養
研
究
所
の
業
務
を
独
立
行

政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
に
承
継
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
統
合
後
の
独
立
行
政
法
人
の
名
称
を
独
立
行
政
法
人
医
薬
基

盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
と
す
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
で
は
、
医

薬
品
技
術
及
び
医
療
機
器
等
技
術
の
向
上
の
た
め
の
基
盤
の
整
備
に
資
す

る
研
究
、
国
民
の
健
康
の
保
持
及
び
増
進
並
び
に
国
民
の
栄
養
に
関
す
る

研
究
等
を
行
う
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

最
後
に
、
こ
の
法
律
案
の
施
行
期
日
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一

年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
日
と
し
て
い
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内
容
の
概
要
で
あ
り
ま

す
。御

審
議
の
上
、
速
や
か
に
可
決
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。



独
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二
、衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
四
月
一
〇
日
）

○
後
藤
茂
之
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
独
立
行
政
法
人
医
薬
基

盤
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
委
員
会

に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
、
独
立
行
政

法
人
国
立
健
康
・
栄
養
研
究
所
を
解
散
し
、
そ
の
業
務
を
独
立
行
政
法
人

医
薬
基
盤
研
究
所
に
承
継
さ
せ
る
と
と
も
に
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤

研
究
所
の
名
称
を
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
と
す

る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
、

第
一
に
、
法
の
題
名
を
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研

究
所
法
に
改
め
る
こ
と
、

第
二
に
、
新
た
な
研
究
所
は
、
医
薬
品
技
術
及
び
医
療
機
器
等
技
術
の

向
上
の
た
め
の
基
盤
の
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び

増
進
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
保
健
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
、

第
三
に
、
新
た
な
研
究
所
は
、
医
薬
品
及
び
医
療
機
器
等
並
び
に
薬
用

植
物
そ
の
他
の
生
物
資
源
の
開
発
に
資
す
る
こ
と
と
な
る
共
通
的
な
研

究
、
国
民
の
健
康
の
保
持
及
び
増
進
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
並
び
に
国

民
の
栄
養
そ
の
他
国
民
の
食
生
活
の
調
査
及
び
研
究
等
の
業
務
を
行
う
も

の
と
す
る
こ
と

等
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
三
月
二
十
六
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
同
日
田
村
厚

生
労
働
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
四
月
四
日
か
ら
質
疑
に

入
り
、
同
日
質
疑
を
終
局
し
、
昨
日
採
決
を
行
っ
た
結
果
、
本
案
は
賛
成

多
数
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
し
た
次
第
で
あ

り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

三
、参
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
五
月
一
四
日
）

○
石
井
み
ど
り
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上

げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
、
独
立

行
政
法
人
国
立
健
康
・
栄
養
研
究
所
を
解
散
し
、
そ
の
業
務
を
独
立
行
政

法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
に
承
継
さ
せ
る
と
と
も
に
、
独
立
行
政
法
人
医
薬

基
盤
研
究
所
の
名
称
を
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所

と
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
法
人
が
こ
れ
ま
で
果
た
し
て
き
た
役
割

と
統
合
に
至
る
経
緯
、
統
合
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
研
究
開
発
効
果
、
管
理

部
門
の
効
率
化
の
見
通
し
、
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
に

移
管
さ
れ
る
業
務
と
統
合
後
の
新
法
人
に
残
る
業
務
の
内
容
等
に
つ
い
て



独
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質
疑
を
行
い
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま

す
。質

疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
み
ん
な
の
党
を
代
表

し
て
薬
師
寺
み
ち
よ
委
員
よ
り
反
対
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
小
池
晃

委
員
よ
り
反
対
、
社
会
民
主
党
・
護
憲
連
合
を
代
表
し
て
福
島
み
ず
ほ
委

員
よ
り
反
対
の
旨
の
意
見
が
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

討
論
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。


